
◇ デイサービスセンター多田の里 ◇ （令和4年10月1日より）

～月に10日間利用した場合の利用料金例～

　（入浴+昼食代を含み、個別機能訓練加算(Ⅰ)ロを算定した場合）

～総合事業における要支援１（月に５日間）、要支援２（月に10日間）の利用料金例（入浴+食事代含む）～

介護職員等ベースアップ支援加算 ○ 　1ヶ月総利用単位数×1.1％

介護職員等ベースアップ支援加算 ○ 　1ヶ月総利用単位数×1.1％

保険負担無しの方 2,500円 4,500円

２割負担の方 6,532円 12,754円

３割負担の方 8,672円 16,881円

※介護保険給付サービスの2・3割負担者…市民税課税世帯であり、一定以上の収入・所得がある方

利用料金 要支援1など 要支援2

１割負担の方 4,391円 8,627円

保険負担無しの方 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円 4,500円

３割負担の方 28,332円 31,784円 35,276円 38,732円 42,221円

２割負担の方 20,388円 22,690円 25,018円 27,322円 29,648円

要介護4 要介護5

１割負担の方 12,444円 13,595円 14,759円 15,911円 17,074円

食費(昼食代) 450円

利用料金 要介護1 要介護2 要介護3

介護職員処遇改善加算Ⅰ ○ 　1ヶ月総利用単位数×5.9％

介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ ○ 　1ヶ月総利用単位数×1.2％

運動器機能向上加算 ○ 225 225

入浴（基本額に含まれる） ○ 0 0

基本額 ○ 1,655 3,393

サービス提供体制強化加算Ⅱ ○ 72 144

※１　月曜日～金曜日が加算の対象になります。　　※２　土曜日が加算の対象になります。

※介護予防・日常生活支援総合事業（要支援の方又は事業者対象の方がご利用できます）
　 なお、総合事業による通所型サービスは、利用回数に関わらず月額制となっております。

介護予防サービス単位（月額） 要支援１など 要支援２

40

介護職員処遇改善加算Ⅰ ○ 　1ヶ月総利用単位数×5.9％

介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ ○ 　1ヶ月総利用単位数×1.2％

入浴介助加算(Ⅰ) △ 40 40 40 40

85

個別機能訓練加算(Ⅰ) イ　　※２ △ 56 56 56 56 56

個別機能訓練加算(Ⅰ) ロ　　※１ △ 85 85 85 85

サービス提供体制強化加算Ⅱ ○ 18 18 18 18 18

基本額　（通常規模・６時間～７時間未満） ○ 581 686 792 897

※飯塚市の通所介護サービスでは1単位に10.14円を乗じた額の1割又は2割又は3割がご利用者負担額となります。
　 当施設では、下記サービス費用の内、○は全ての方を対象、△は加算対象の方のみを対象として算定しております。

介護サービス単位（1日あたり） 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

1,003


